
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子内視鏡装置に用いるビデオスコープであって、撮像センサと、この撮像センサから読
み出された画像信号を処理するための電子パッケージを搭載した回路基板とを具備するビ
デオスコープであって、前記回路基板上には、更に、前記電子パッケージの動作を制御す
るマイクロコンピュータと、前記電子パッケージと前記マイクロコンピュータとの動作タ
イミングを規制するためのクロックパルス発生手段とが搭載されるビデオスコープにおい
て、
前記クロックパルス発生手段が前記電子パッケージを介して前記マイクロコンピュータに
第１のクロックパルスを出力する第１の発振器と、前記マイクロコンピュータに第２のク
ロックパルスを出力するための第２の発振器とを包含し、
前記回路基板上には、前記第１及び第２のクロックパルスを前記マイクロコンピュータに
選択的に伝送すべく、前記電子パッケージから前記マイクロコンピュータへの第１のクロ
ックパルスの伝送のための第１の伝送路と、前記第２の発振器から前記マイクロコンピュ
ータへの第２のクロックパルスの伝送のための２の伝送路とから成る配線パターンが形成
され、
前記マイクロコンピュータへの第１のクロックパルスの伝送が選択されたとき、前記第２
の伝送路の一部が断線させられて、その断線端のうち少なくともマイクロコンピュータ側
の断線端が適当な抵抗値を持つ抵抗を介して前記回路基板のグランド層に接地され、前記
マイクロコンピュータへの第２のクロックパルスの伝送が選択されたとき、前記第１の伝

10

20

JP 3845269 B2 2006.11.15



送路の一部が断線させられて、その断線端のうち少なくともマイクロコンピュータ側の断
線端が適当な抵抗値を持つ抵抗を介して前記回路基板のグランド層に接地されることを特
徴とするビデオスコープ。
【請求項２】
請求項１に記載のビデオスコープにおいて、前記マイクロコンピュータへの第１のクロッ
クパルスの伝送が選択され、しかも前記第２の発振器からの第２のクロックパルスの出力
が維持されるとき、前記第２の伝送路の断線端の双方が適当な抵抗値を持つ抵抗を介して
前記回路基板のグランド層に接地され、前記マイクロコンピュータへの第２のクロックパ
ルスの伝送が選択され、しかも前記第１の発振器からの第１のクロックパルスの出力が維
持されるとき、前記第１の伝送路の断線端の双方が適当な抵抗値を持つ抵抗を介して前記
回路基板のグランド層に接地されることを特徴とするビデオスコープ。
【請求項３】
電子内視鏡装置に用いるビデオスコープであって、撮像センサと、この撮像センサから読
み出された画像信号を処理するための電子パッケージを搭載した回路基板とを具備するビ
デオスコープであって、前記回路基板上には、更に、前記電子パッケージの動作を制御す
るマイクロコンピュータと、前記電子パッケージと前記マイクロコンピュータとの動作タ
イミングを規制するためのクロックパルス発生手段とが搭載されるビデオスコープにおい
て、
前記クロックパルス発生手段が前記電子パッケージを介して前記マイクロコンピュータに
第１のクロックパルスを出力する第１の発振器と、前記マイクロコンピュータに第２のク
ロックパルスを出力するための第２の発振器とを包含し、
前記回路基板上には、前記第１及び第２のクロックパルスを前記マイクロコンピュータに
選択的に伝送すべく、前記電子パッケージから前記マイクロコンピュータへの第１のクロ
ックパルスの伝送のための第１の伝送路と、前記第２の発振器から前記マイクロコンピュ
ータへの第２のクロックパルスの伝送のための第２の伝送路とから成る配線パターンが形
成され、
前記マイクロコンピュータへの第１のクロックパルスの伝送が選択されたとき、前記第２
の伝送路が少なくとも前記マイクロコンピュータ側に近接した箇所で断線させられ、前記
マイクロコンピュータへの第２のクロックパルスの伝送が選択されたとき、前記第１の伝
送路が少なくとも前記マイクロコンピュータ側に近接した箇所で断線させられることを特
徴とするビデオスコープ。
【請求項４】
請求項３に記載のビデオスコープにおいて、前記マイクロコンピュータへの第１のクロッ
クパルスの伝送が選択され、しかも前記第２の発振器からの第２のクロックパルスの出力
が維持されるとき、前記第２の伝送路が前記マイクロコンピュータ側と前記第２の発振器
側とに近接した２箇所で断線させられ、前記マイクロコンピュータへの第２のクロックパ
ルスの伝送が選択され、しかも前記第１の発振器からの第１のクロックパルスの出力が維
持されるとき、前記第１の伝送路が該マイクロコンピュータ側と前記電子パッケージ側と
に接近した２箇所で断線させられることを特徴とするビデオスコープ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は電子内視鏡装置に用いるビデオスコープに関し、一層詳しくはそこに内蔵された
回路基板上の不使用配線パターンの処理に関する。
【０００２】
【従来の技術】
周知のように、電子内視鏡装置はビデオスコープ（電子スコープ）と、このビデオスコー
プを着脱自在に接続させるビデオ信号処理ユニット所謂プロセッサとを具備する。ビデオ
スコープは剛性構造となった操作部と、この操作部から一体的に延びる可撓性導管部即ち
身体挿入部とを有し、可撓性導管部の先端には固体撮像デバイス例えばＣＣＤ（ charge-c
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oupled device)素子から成る撮像センサが装着される。一方、ビデオスコープの操作部か
らは電源線や信号線等を収納するケーブルが延び、このケーブルの先端にはビデオ信号処
理ユニットに着脱自在に接続される接続部が設けられる。接続部には回路基板が内蔵され
、この回路基板は撮像センサからの画像信号の読出し及びその画像信号の処理を行うため
に必要される種々の電子部品が搭載され、またビデオ信号処理ユニットに対するコネクタ
も搭載される。
【０００３】
なお、ビデオスコープの操作部には可撓性導管部の先端を湾曲させて撮像センサによる撮
影方向を変えるための手動ハンドルや種々のスイッチが設けられ、またビデオスコープ内
には撮像センサの前方を照明するための照明用光ガイドケーブルが挿通させられる。
【０００４】
上述した接続部に内蔵された回路基板の代表的な構成例の１つとして、デジタル・シグナ
ル・プロセッサ（ＤＳＰ）と呼ばれる電子パッケージを搭載したものが知られており、こ
のＤＳＰにより、撮像センサから画像信号が読み出されると共にその画像信号をビデオ信
号として出力するための信号処理が行われる。ビデオスコープから出力されたビデオ信号
はビデオ信号処理ユニットに送られ、そこで更に処理された後にＴＶ用ビデオ信号として
ＴＶモニタ装置に対して出力される。即ち、撮像センサで撮られた内視鏡像はＴＶ用ビデ
オ信号に従ってＴＶモニタ装置の表示画面上で再現される。
【０００５】
ビデオスコープがビデオ信号処理ユニットに着脱自在に接続される理由は、ビデオスコー
プとしては、人体の種々の臓器を観察するために種々のタイプのビデオスコープ、例えば
胃観察用ビデオスコープ、気管支観察用ビデオスコープ、大腸観察用ビデオスコープ等が
あるからである。要するに、ビデオ信号処理ユニットは種々のタイプのビデオスコープに
よって共用されるわけである。
【０００６】
ところで、内視鏡像をＴＶモニタ装置で再現するカラー再現方式としては、種々の方式が
知られており、代表的な方式としては、ＮＴＳＣ方式、ＰＡＬ方式及びＳＥＣＡＭ方式が
挙げられる。撮像センサから読み出される画像信号を処理してビデオ信号としてＤＳＰか
ら出力する場合、ＤＳＰ内部の個々の電子回路は所定の周波数のクロックパルスに従って
動作させられ、それぞれの周波数のクロックパルスは基本クロック信号のクロックパルス
を適宜分周することにより得られ、その基本クロック信号の周波数（基本周波数）は採用
されるカラー再現方式に応じて異なる。例えば、水平同期信号の周波数については、ＮＴ
ＳＣ方式では 15.753kHzに、またＰＡＬ方式では 15.625kHzにそれぞれ区分されているので
、前述の基本周波数も各々のカラー再現方式に対応したものである必要がある。
【０００７】
我国では、ＴＶモニタ装置のカラー再現方式としては、ＮＴＳＣ方式が採用され、このた
め上述の回路基板にはＮＴＳＣ方式に対応した基本周波数のクロックパルスを発生する基
本クロック信号用の発振器が搭載されることになるが、その他のカラー再現方式（ＰＡＬ
、ＳＥＣＡＭ）を採用する国に電子内視鏡装置を輸出するような場合には、そのカラー再
現方式に応じた基本周波数のクロックパルスを発生する発振器を回路基板上に搭載するこ
とが必要となる。
【０００８】
そこで、いずれのカラー再現方式にも対処し得るように、ビデオスコープの回路基板につ
いては、異なった基本周波数のクロックパルスを発生させる少なくとも２つの発振器が搭
載され得るように設計され、このとき該回路基板上には２つの発振器からのクロックパル
スの出力の一方が選択的に得られるような配線パターンが形成される。詳述すると、その
ような配線パターンには双方の発振器から延びるクロックパルス伝送路が含まれ、各伝送
路はその一部が予め断線させられた状態で形成され、いずれかの断線箇所をジャンパー線
や半田付け等で導通させることにより、所望の基本周波数のクロックパルスが選択され得
ることとなる。
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【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
このような構成の回路基板によれば、異なったカラー再現方式に対処し得ることになるが
、しかし選択されなかった基本周波数のクロックパルスの伝送路、即ち断線箇所を持つ伝
送路は回路基板上に不使用配線パターンとして回路基板上に残存することになる。このよ
うな不使用配線パターンに高周波のクロックパルスが常に供給されると、該不使用パター
ンはノイズの放射源となる。勿論、不使用配線パターンからのノイズが使用ビデオ信号に
取り込まれると、ＴＶモニタ装置での再現内視鏡像の画質劣化の原因となり得る。
【００１０】
従って、本発明の目的は、電子内視鏡装置に用いるビデオスコープであって、そこに内蔵
された回路基板上の不使用配線パターンがそこからのノイズ放射を可及的に抑え得るよう
に処理されているビデオスコープを提供することである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明の第１の局面によれば、ビデオスコープは、撮像センサと、この撮像センサから読
み出された画像信号を処理するための電子パッケージを搭載した回路基板とを具備し、該
回路基板上には、更に、電子パッケージの動作を制御するマイクロコンピュータと、電子
パッケージとマイクロコンピュータとの動作タイミングを規制するためのクロックパルス
発生手段とが搭載される。クロックパルス発生手段が電子パッケージを介してマイクロコ
ンピュータに第１のクロックパルスを出力する第１の発振器と、マイクロコンピュータに
第２のクロックパルスを出力するための第２の発振器とを包含する。回路基板上には、第
１及び第２のクロックパルスをマイクロコンピュータに選択的に伝送すべく、電子パッケ
ージからマイクロコンピュータへの第１のクロックパルスの伝送のための第１の伝送路と
、第２の発振器からマイクロコンピュータへの第２のクロックパルスの伝送のための第２
の伝送路とから成る配線パターンが形成される。マイクロコンピュータへの第１のクロッ
クパルスの伝送が選択されたとき、第２の伝送路の一部が断線させられて、その断線端の
うち少なくともマイクロコンピュータ側の断線端が適当な抵抗値を持つ抵抗を介して回路
基板のグランド層に接地される。一方、マイクロコンピュータへの第２のクロックパルス
の伝送が選択されたとき、第１の伝送路の一部が断線させられて、その断線端のうち少な
くともマイクロコンピュータ側の断線端が適当な抵抗値を持つ抵抗を介して回路基板のグ
ランド層に接地される。
【００１２】
本発明の第１の局面において、マイクロコンピュータへの第１のクロックパルスの伝送が
選択され、しかも第２の発振器からの第２のクロックパルスの出力が維持されるとき、第
２の伝送路の断線端の双方が適当な抵抗値を持つ抵抗を介して回路基板のグランド層に接
地される。また、マイクロコンピュータへの第２のクロックパルスの伝送が選択され、し
かも第１の発振器からの第１のクロックパルスの出力が維持されるとき、第１の伝送路の
断線端の双方が適当な抵抗値を持つ抵抗を介して回路基板のグランド層に接地される。
【００１３】
上述の抵抗はその該当伝送路と回路基板のグランド層との間のインピーダンス整合のため
に設けられ、これにより伝送路が高周波のクロックパルスで導通させられたとしても、高
周波のクロックパルスは該伝送路とグランド層との接続箇所で反射されることなく速やか
にグランド層に逃がされ、かくして該伝送路からのノイズ放射は大巾に低減され得る。
【００１４】
本発明の第２の局面によれば、マイクロコンピュータへの第１のクロックパルスの伝送が
選択されたとき、第２の伝送路が少なくともマイクロコンピュータ側に近接した箇所で断
線させられる。一方、マイクロコンピュータへの第２のクロックパルスの伝送が選択され
たとき、第１の伝送路が少なくとも前記マイクロコンピュータ側に近接した箇所で断線さ
せられる。
【００１５】
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本発明の第２の局面において、マイクロコンピュータへの第１のクロックパルスの伝送が
選択され、しかも第２の発振器からの第２のクロックパルスの出力が維持されるとき、第
２の伝送路がマイクロコンピュータ側と第２の発振器側とに近接した２箇所で断線させら
れる。また、マイクロコンピュータへの第２のクロックパルスの伝送が選択され、しかも
第１の発振器からの第１のクロックパルスの出力が維持されるとき、第１の伝送路がマイ
クロコンピュータ側と電子パッケージ側とに接近した２箇所で断線させられる。
【００１６】
本発明の第２の局面によれば、不使用とされる伝送路の大部分、即ちその２箇所の切欠き
間の部分にはビデオ信号等の高周波信号が供給されることはなく、ノイズの放射源とはな
り得ず、かくして不使用配線パターンからのノイズの放射は大巾に低減され得る。
【００１７】
【発明の実施の形態】
次に、本発明によるビデオスコープの実施形態について添付図面を参照して説明する。
【００１８】
先ず、図１を参照すると、電子内視鏡装置の全体構成がブロック図として示される。電子
内視鏡装置は本発明に従って構成されたビデオスコープ１０と、ビデオ信号処理ユニット
１２（所謂プロセッサ）と、ＴＶモニタ装置１４とを具備して成る。
【００１９】
ビデオスコープ１０は剛性構造となった操作部と、この操作部から一体的に延びる可撓性
導管部即ち身体挿入部とを有し、可撓性導管部の先端には固体撮像デバイス例えばＣＣＤ
（ charge-coupled device)素子から成る撮像センサが装着され、この撮像センサは図１で
は参照符号１６で示される。本実施形態では、撮像センサ１６は補色カラーフィルタを有
し、光学的被写体像をカラー画像信号に光電変換するようになっている。
【００２０】
一方、ビデオスコープ１０の操作部からは電源線や信号線等を収納するケーブルが延び、
このケーブルの先端にはビデオ信号処理ユニット１２に着脱自在に接続される接続部が設
けられる。接続部には回路基板（図１には図示されない）が内蔵され、この回路基板は撮
像センサ１６からの画像信号の読出し及びその画像信号の処理を行うために必要とされる
種々の電子部品等が搭載される。図１には、かかる回路基板上に搭載される電子部品のう
ち、デジタル・シグナル・プロセッサ（ＤＳＰ）１８、サンプル／ホールド（Ｓ／Ｈ）回
路２０、第１の発振器２２、第２の発振器２４、マイクロコンピュータ２６及びコネクタ
２８が図示されている。
【００２１】
ＤＳＰ１８は撮像センサ１６からの画像信号の読出し及びその画像信号の信号処理を行う
電子パッケージとして構成されるものであって、マイクロコンピュータ２６の制御下で動
作させらる。ＤＳＰ１８内の種々の電子回路の各々は所定の周波数のクロックパルスに従
って動作させられ、これら種々の周波数のクロックパルスは第１及び第２の発振器２２及
び２４のいずれから出力される基本クロック信号のクロックパルスを適宜分周することに
より得られ、またマイクロコンピュータ２６の動作タイミングも第１及び第２の発振器２
２及び２４のいずれから出力される基本クロック信号のクロックパルスによって規制され
る。本実施形態では、第１及び第２の発振器２２及び２４のそれぞれは水晶発振器として
構成され、第１の発振器２２はＮＴＳＣ方式に対応したクロックパルスを出力し、また第
２の発振器２４はＰＡＬ方式に対応したクロックパルスを出力するようになっている。
【００２２】
図１に示すように、ＤＳＰ１８からは撮像センサ１６に対して一連の画像信号読出し信号
が出力され、これにより撮像センサ１６からは、そのＣＣＤがフレーム読出し方式の場合
には１フレーム分のカラー画像信号が読み出され、そのＣＣＤがフィールド読出し方式（
インターレース方式）の場合には、偶数フィールド／奇数フィールド毎にカラー画像信号
が読み出される。カラー画像信号はＳ／Ｈ回路２０に入力され、そこでカラー画像信号か
ら個々のカラー画素信号が抽出されてＤＳＰ１８に対して出力される。カラー画像信号が

10

20

30

40

50

(5) JP 3845269 B2 2006.11.15



ＤＳＰ１８に入力されると、そのカラー画像信号はアナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換に
よってデジタルカラー画素信号に変換される。次いで、デジタルカラー画素信号は適宜処
理された後に三原色のデジタル画素信号、即ち赤色デジタル画素信号（Ｒ）、緑色デジタ
ル画素信号（Ｇ）及び青色デジタル画素信号（Ｂ）とされ、続いて適当なデジタルビデオ
信号例えばデジタル輝度／色差信号に変換される。デジタル輝度／色差信号は輝度信号（
Ｙ）と２つの色差信号（Ｒ－Ｙ、Ｂ－Ｙ）から成り、このデジタル輝度／色差信号はデジ
タル／アナログ（Ｄ／Ａ）変換器によってアナログ輝度／色差信号に変換された後に同期
信号（Ｓｙｎｃ）と共にＤＳＰ１８から出力される。
【００２３】
図１に示すように、ビデオ信号処理ユニット１２には、ビデオスコープ１０側のコネクタ
２８と着脱自在に接続させられるようになったコネクタ３０と、ビデオ信号処理回路３２
とが設けられる。ＤＳＰ１８で作成されたアナログ輝度／色差信号はコネクタ２８及び３
０を介してビデオ信号処理回路２２に送られ、ビデオ信号処理回路３２では、輝度／色差
ビデオ信号（Ｙ、Ｒ－Ｙ、Ｂ－Ｙ）に基づいて、３タイプのＴＶ用ビデオ信号が従来周知
の態様で作成される。即ち、第１のタイプのＴＶ用ビデオ信号として、コンポーネントビ
デオ信号（Ｓｙｎｃ、Ｒ、Ｇ、Ｂ）が作成され、このコンポーネントビデオ信号はコネク
タ３４及び３６を介してＴＶモニタ装置１４に出力され、これにより撮像センサ１６で撮
られた内視鏡像はコンポーネントビデオ信号に従ってＴＶモニタ装置上で再現される。ま
た、第２のタイプのＴＶ用ビデオ信号として、Ｙ／Ｃビデオ信号（所謂Ｓビデオ信号）も
作成され、このＹ／Ｃビデオ信号は、必要に応じて、コネクタ３８及び４０を介して図示
されない別のＴＶモニタ装置或いはビデオ・テープ・レコーダやビデオプリンタ等の周辺
機器に送られる。更に、第３のタイプのＴＶ用ビデオ信号として、コンポジットビデオ信
号（ＣＳ）も作成され、このコンポジットビデオ信号（ＣＳ）も、Ｙ／Ｃビデオ信号の場
合と同様に、必要に応じて、コネクタ４２及び４４を介して図示されない別のＴＶモニタ
装置或いはビデオ・テープ・レコーダやビデオプリンタ等の周辺機器に送られる。
【００２４】
図２を参照すると、ビデオスコープ１０に内蔵される回路基板の一部が参照符号４６で示
され、同図に示すように、回路基板４６上にはＤＳＰ１８、第１及び第２の発振器２２及
び２４及びマイクロコンピュータ２６が搭載される。既に述べたように、ＤＳＰ１８は電
子パッケージ化され、またマイクロコンピュータ２６も所謂ワン・チップ・マイクロコン
ピュータとして電子パッケージ化されており、ＤＳＰ１８及びマイクロコンピュータ２６
が回路基板４６上に搭載されると、該回路基板４６上に予め形成された所定の配線パター
ンに接続させられる。一方、第１及び第２の発振器２２及び２４の各々は上述したように
水晶発振器として構成され、このような水晶発振器は電子部品として市場から入手可能で
あり、この電子部品も回路基板４６に搭載されると、該回路基板４６上に予め形成された
所定の配線パターンに接続される。
【００２５】
図２では、本発明に係わる配線パターンだけが示され、その他の配線パターンは省かれて
いる。本発明に係わる配線パターンには、第１の発振回路２２から第１のクロックパルス
をＤＳＰ１８に伝送するための伝送路Ｌ１と、ＤＳＰ１８から第１のクロックパルスをマ
イクロコンピュータ２６に伝送するための伝送路Ｌ２と、第２の発振回路２４から第２の
クロックパルスをマイクロコンピュータ２６に伝送するための伝送路Ｌ３と、ＤＳＰ１８
とマイクロコンピュータ２６との間に延びるクロックパルス伝送用配線パターンＬ４とが
含まれる。
【００２６】
図２から明らかなように、回路基板４６の作成時、伝送路Ｌ２及びＬ３の各々はその一部
が切り欠かれて断線させられている。ビデオスコープ１０がＮＴＳＣ方式用として構成さ
れるとき、ＤＳＰ１８内の個々の電子回路の動作タイミングを規制する種々の周波数のク
ロックパルスは第１の発振器２２からの第１のクロックパルスを適宜分周することによっ
て得られ、またマイクロコンピュータ２６の動作タイミングも第１のクロックパルスによ
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って規制される。従って、ＮＴＳＣ方式が採用される場合には、第１の発振器２２は必要
となるが、第２の発振器２４は不要となる。
【００２７】
従って、ＮＴＳＣ方式の採用時には、図３に示すように、伝送路Ｌ２の断線箇所はジャン
パー線Ｊ１（或いは半田等）によって導通させられ、これによりＤＳＰ１８からマイクロ
コンピュータ２６への第１のクロックパルスの伝送が可能となる。この場合、伝送路Ｌ３
の一方の部分、即ちその断線箇所から伝送路Ｌ２まで延びる部分には第１のクロックパル
スが供給されるためにノイズ放射源となり得る。このため該部分の断線端は、図３に示す
ように、適当な抵抗値を持つ抵抗Ｒ１を介して回路基板４６のグランド層に接地される。
抵抗Ｒ１は上述の部分と回路基板４６のグランド層との間のインピーダンス整合のために
設けられ、これにより上述の部分に第１のクロックパルスが供給されたとしても、その第
１のクロックパルスは上述の部分の断線端と回路基板４６のグランド層との接続箇所で反
射されることなく速やかにグランド層に逃がされ、かくしてノイズ放射は大巾に低減され
ことになる。
【００２８】
　ＮＴＳＣ方式の採用時には、第２の発振器２４は不要となる。この場合には、第２の発
振器から水晶発振素子を除去すると共に第２の発振器２４内の回路を回路基板４６のグラ
ンド層に接地させることにより、伝送路Ｌ３の他方の部分、即ち第２の発振器２４から断
線端まで延びる部分からのノイズ放射は完全に阻止することができる。なお、ビデオスコ
ープ１０のＮＴＳＣ方式からＰＡＬ方式への変更を速やかに行い得るように、第２の発振
器２４を動作し得る状態の儘にしておいてもよく、その場合には、伝送路Ｌ３の他方の部
分の断線端を適当な抵抗を介して回路基板４６のグランド層に接地することにより、該部
分からのノイズ放射も同様に抑え得る。なお、ＮＴＳＣ方式の採用が前もって分かってる
ときには、当所から第２の発振器２４そのものを回路基板４６上に搭載しな ようにして
もよい。
【００２９】
　上述の場合とは反対に、ビデオスコープ１０がＰＡＬ方式用として構成されるとき、Ｄ
ＳＰ１８内の個々の電子回路の動作タイミングを規制する種々の周波数のクロックパルス
は第２の発振器２４からの第２のクロックパルスを適宜分周することによって得られ、ま
たマイクロコンピュータ２６の動作タイミングも第 のクロックパルスによって規制され
る。従って、ＮＴＳＣ方式が採用される場合には、第１の発振器２２は不要となり、第２
の発振器２４が必要となる。
【００３０】
従って、ＰＡＬ方式の採用時には、図４に示すように、伝送路Ｌ３の断線箇所はジャンパ
ー線Ｊ２（或いは半田等）によって導通させられ、第２の発振器２４からマイクロコンピ
ュータ２６への第２のクロックパルスの伝送が可能となる。なお、ＤＳＰ１８への第２の
クロックパルスの伝送はマイクロコンピュータ２６を介して行われ、上述のクロックパル
ス伝送用配線パターンＬ４はマイクロコンピュータ２６からＤＳＰ１８への第２のクロッ
クパルスの伝送のために使用される。先に述べた場合と同様に、伝送路Ｌ２の一方の部分
、即ちその断線箇所から伝送路Ｌ３まで延びる部分には第２のクロックパルスが供給され
るためにノイズ放射源となり得る。このため該部分の断線端は、図４に示すように、適当
な抵抗値を持つ抵抗Ｒ２を介して回路基板４６のグランド層に接地される。勿論、抵抗Ｒ
２もインピーダンス整合のために設けられ、これにより上述の部分に第２のクロックパル
スが供給されたとしても、その第２のクロックパルスは上述の部分の断線端と回路基板４
６のグランド層との接続箇所で反射されることなく速やかにグランド層に逃がされ、かく
してノイズ放射は大巾に低減されことになる。
【００３１】
ＰＡＬ方式の採用時には、第１の発振器２２は不要となる。従って、先に述べた場合と同
様に、第１の発振器から水晶発振素子を除去すると共に第１の発振器２２内の回路を回路
基板４６のグランド層に接地させることにより、伝送路Ｌ２の他方の部分、即ちＤＳＰ１
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８から断線端まで延びる部分からのノイズ放射は完全に阻止することができる。また、ビ
デオスコープ１０のＰＡＬ方式からＮＴＳＣ方式への変更を速やかに行い得るように、第
１の発振器２２を動作し得る状態の儘にしてよいてもよく、その場合には、伝送路Ｌ２の
他方の部分の断線端を適当な抵抗を介して回路基板４６のグランド層に接地することによ
り、該部分からのノイズ放射も同様に抑え得る。なお、ＰＡＬ方式の採用が前もって分か
ってるときには、当所から第１の発振器２２そのものを回路基板４６上に搭載しなように
してもよい。
【００３２】
なお、ＤＳＰ１８及びマイクロコンピュータ２６との間には種々の信号やデータの授受の
ための配線パターンが回路基板４６に形成されなければならないが、図２ないし図４では
、そのような配線パターンについてはバスＢとして纏めて示されている。
【００３３】
図５を参照すると、第１のクロックパルス及び第２のクロックパルスの伝送のための別の
配線パターンが示されている。この配線パターンには、第１の発振回路２２から第１のク
ロックパルスをＤＳＰ１８に伝送するための伝送路Ｌ１′と、ＤＳＰ１８から第１のクロ
ックパルスをマイクロコンピュータ２６に伝送するための伝送路Ｌ２′と、第２の発振回
路２４から第２のクロックパルスをマイクロコンピュータ２６に伝送するための伝送路Ｌ
３′とが含まれる。
【００３４】
図５から明らかなように、回路基板４６の作成時、伝送路Ｌ２′はＤＳＰ１８とマイクロ
コンピュータ２６とにそれぞれ近接した２箇所で切り欠かれて断線させられ、伝送路Ｌ３
′は第２の発振器２４とマイクロコンピュータ２６とにそれぞれ近接した２箇所で切り欠
かれて断線させられる。
【００３５】
ビデオスコープ１０がＮＴＳＣ方式用として構成されるとき、即ち第１の発振器２２だけ
が必要とされるとき、図６に示すように、伝送路Ｌ２′の２箇所の断線部はそれぞれジャ
ンパー線Ｊ１′及びＪ２′（或いは半田等）で導通させられ、これによりＤＳＰ１８から
マイクロコンピュータ２６への第１のクロックパルスの伝送が可能となる。このとき伝送
路Ｌ２′から延びる伝送路Ｌ３′の一部はそのマイクロコンピュータ側に近接した断線部
のために微細なものとなっているので、そこからのノイズ放射も僅かなものとなる。また
、ビデオスコープ１０のＮＴＳＣ方式からＰＡＬ方式への変更を速やかに行い得るように
、第２の発振器２４を動作し得る状態の儘にした場合には、伝送路Ｌ３′の両端側が断線
させられているので、その断線箇所の間の大部分に第２のクロックパルスが供給されるこ
とはなく、ノイズ放射源とはなり得ず、また第２の発振器２４から突出した伝送路Ｌ３′
の一部には第２のクロックパルスが供給されるが、該一部は第２の発振器２４に近接した
断線部のために微細なものとなっているので、そこからのノイズ放射も僅かなものとなる
。なお、不要な第２の発振器２４を先に述べた場合と同様に不作動状態とした場合には、
伝送路Ｌ３′は第２の発振器２４の近接側で断線させなくてもよい。
【００３６】
ビデオスコープ１０がＰＡＬ式用として構成されるとき、即ち第２発振器２４だけが必要
とされるとき、図７に示すように、伝送路Ｌ３′の２箇所の断線部はそれぞれジャンパー
線Ｊ３′及びＪ４′（或いは半田等）で導通させられ、これにより第２の発振器２４から
マイクロコンピュータ２６への第２のクロックパルスの伝送が可能となる。このとき伝送
路Ｌ３′から延びる伝送路Ｌ２′の一部はそのマイクロコンピュータ側に近接した断線部
のために微細なものとなっているので、そこからのノイズ放射も僅かなものとなる。また
、ビデオスコープ１０のＰＡＬ方式からＮＴＳＣ方式への変更を速やかに行い得るように
、第１の発振器２２を動作し得る状態の儘にしてよいてもよく、この場合には、伝送路Ｌ
２′の両端側が断線させられているので、その断線箇所の間の大部分に第１のクロックパ
ルスが供給されることはなく、ノイズ放射源とはなり得ず、またＤＳＰ１８から突出した
伝送路Ｌ２′の一部には第１のクロックパルスが供給されるが、該一部はＤＳＰ１８に近
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接した断線部のために微細なものとなっているので、そこからのノイズ放射も僅かなもの
となる。なお、不要な第１の発振器２２を先に述べた場合と同様に不作動状態とした場合
には、伝送路Ｌ２′はＤＳＰ１８の近接側で断線させなくてもよい。
【００３７】
なお、第１及び第２の実施形態から明らかなように、第１及び第２の発振器２２及び２４
のいずれかが選択されるとき、その選択された発振器（２２または２４）からの基本クロ
ック信号はＤＳＰ１８とマイクロコンピュータ２６とのいずれか一方には直接供給され、
その他方には該一方の内部を介して供給されるので、ＤＳＰ１８での処理タイミングとマ
イクロコンピュータ２６での処理タイミングとについては安定した関係に保つことができ
るだけでなく、基本クロック信号を供給するための配線パターンも簡素化することができ
る。
【００３８】
【発明の効果】
以上の記載から明らかなように、本発明によるビデオスコープにあっては、そこに設けら
れる回路基板上の不使用配線パターンにはノイズ放射を可及的に抑える処理が施されるの
で、ＴＶモニタ装置上に内視鏡像を再現する際、かかるノイズ放射に起因する画質劣化を
実質的に排除することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるビデオスコープが使用される電子内視鏡装置の全体ブロック図であ
る。
【図２】図１に示すビデオスコープに内蔵される回路基板に搭載されたデジタル・シグナ
ル・プロセッサ（ＤＳＰ）と、第１及び第２の発振器と、マイクロコンピュータとをブロ
ック図として示す図であって、本発明に係わる配線パターンの一形態を示す図である。
【図３】図２と同様なブロック図であって、本発明に係わる配線パターンをＮＴＳＣ方式
の採用に応じて処理した状態で示す図である。
【図４】図２と同様なブロック図であって、本発明に係わる配線パターンをＰＡＬ方式の
採用に応じて処理した状態で示す図である。
【図５】図１に示すビデオスコープに内蔵される回路基板に搭載されたデジタル・シグナ
ル・プロセッサ（ＤＳＰ）と、第１及び第２の発振器と、マイクロコンピュータとをブロ
ック図として示す図であって、本発明に係わる配線パターンの別の形態を示す図である。
【図６】図５と同様なブロック図であって、本発明に係わる配線パターンをＮＴＳＣ方式
の採用に応じて処理した状態で示す図である。
【図７】図５と同様なブロック図であって、本発明に係わる配線パターンをＰＡＬ方式の
採用に応じて処理した状態で示す図である。
【符号の説明】
１０　ビデオスコープ
１２　ビデオ信号処理ユニット
１６　撮像センサ（ＣＣＤ）
１８　ＤＳＰ（デジタル・シグナル・プロセッサ）
２２　第１の発振器
２４　第２の発振器
２６　マイクロコンピュータ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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